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「地方公会計の推進に関する研究会」（平成30年度）における検討

 セグメント分析とは、財務書類の情報をもとに、施設、事業等のより細かい単位（セグメント）で財務書類を作成し、コスト等の分析を
行うことであり、同種のセグメント間で比較すること等により、財務活動上の課題や成果をより明確化することが可能

 セグメント分析の目的や用途に応じて把握すべき情報の内容等が異なるため、各地方公共団体においてセグメントの単位や範囲等
を検討し、設定する必要があるが、共通する考え方や簡易な作成手法が存在していないことが課題

 このため、平成30年度は、研究会のもとにワーキンググループを設置して、施設別を中心に具体的な事例を収集し、以下のとおりセ
グメント別財務書類の作成及び分析に係る基本的な考え方を抽出するとともに、作成手順等を整理

基本的な考え方（整理すべき論点）

（１）セグメント分析ワーキンググループにおける検討

（２）セグメント別財務書類の基本的な考え方と作成手順等

・ 公募を経て、東京都中野区、愛知県日進市、滋賀県長浜市、佐賀県唐津市、鹿児島県和泊町において、実際に施設別財務書類を作成

・ 各団体の取組を踏まえ、セグメントの設定単位や配賦基準等、施設別財務書類作成に関する考え方や作成手順等を整理

・ セグメント分析の目的
例）公共施設マネジメント、組織マネジメント、行政評価等

・ セグメントの単位
例）施設、事業、組織等

・ 分析対象とセグメント別財務書類の範囲
例）行政コスト計算書、貸借対照表のみ作成 等

・ 資産、負債、費用、収益等の範囲
例）各セグメントと直接的な関係性を有する資産、負債等のみ計上 等

・ 配賦基準の対象項目と配賦基準
例）人件費、退職手当引当金、複数セグメントにまたがる費用等の取扱い 等

・ 非財務情報
例）利用者数、面積、サービス提供量 等

【作成例】

事業（施設）名やその概要を記載

保有している資産の状況を記載

地方債の情報を記載

施設別財務書類、指標や非財務情報を用いた単位あたりコスト等を記載

→ セグメントの単位を事業等とする場合には、固有の資産、負債等が存在しない可能性があるため、このようなセグメントにおける資産、
負債、費用、収益等の範囲や配賦基準等の考え方、分析の視点等について、令和元年度の研究会で引き続き検討することが必要 1



セグメント分析（事業別等）に関する論点等
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① セグメント分析の目的と単位

・ セグメント別財務書類をどのように活用するのか、何を管理するために使うのか等の分析の目的に応じて、
セグメントの単位を設定する。
→ 事業別財務書類を作成する場合、事業の単位はどのレベル（予算における款、項、目等）に設定すべきか。

② セグメント分析を行う対象とセグメント別財務書類の範囲

（作成する財務書類の例）
a. 行政コスト計算書
b. 行政コスト計算書、貸借対照表（※）
c. 行政コスト計算書、純資産変動計算書（※）
d. 行政コスト計算書、貸借対照表（※）、純資産変動計算書（※）
e. 行政コスト計算書、貸借対照表（※）、純資産変動計算書（※）、資金収支計算書
※ 資産・負債の金額のみ、有形固定資産の金額と減価償却累計額のみ、補助金等の金額のみ抽出するなど、財務書類の様式どおりである必要はない。

「地方公会計の推進に関する研究会報告書（平成30年度）」P.17

・ セグメント別財務書類については、分析の目的に応じて作成するものを検討する必要がある。
→ 例えば、コスト削減や事業評価に利用することを目的とする場合、施設等の資産を持たないセグメントで
は、事務負担等を考慮し、行政コスト計算書のみを作成し分析することも考えられる。

○ 事業別のセグメント分析については、施設運営事業以外では、固有の資産、負債等を持たないセグメント
が多いことから、セグメント別財務書類の作成・分析にあたっては、人件費等のコスト情報の分析を行うこと
が中心となると考えられる。

○ 先進団体では、事業単位で人件費等のコストや受益・負担の関係等を明らかにする観点から、 施設運営
事業以外も含めた主要な事業等について事業別財務書類を作成し、行政評価等に活用しているところ。

○ 「地方公会計の推進に関する研究会報告書（平成30年度）」の各項目に照らして、事業別セグメント分析
を行うにあたって考えられる論点は以下のとおり。

「地方公会計の推進に関する研究会報告書（平成30年度）」P.13



セグメント分析（事業別等）に関する論点等
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③ 対象とする資産、負債、費用、収益等の範囲

・ 各セグメントと直接的に関係性を有する資産、負債、費用、収益等･･･各セグメントに直接紐づけ※

→ 施設運営事業以外では、固有の資産、負債がない場合が多いと考えられるが、給食事業等の施設と不
可分の事業については、どのように資産、負債等を処理すべきか。

・ 複数のセグメントにまたがる資産、負債、費用、収益等･･･合理的な基準を設定して配賦※

→ １つの組織で複数の事業を行っている場合等に、人件費等のコストを各事業に按分するための合理的な
基準（業務の割合等）をどう設定すべきか。

・ 各セグメントと直接的な関係性がない又は関係性が低い資産、負債、費用、収益等
･･･事務負担等を考慮し、範囲に含めない※

→ 管理部門の人件費等について、どこまでを各事業と直接的に関係性を有する費用等として整理すべきか。

④ 配賦基準の対象項目と配賦基準

→ 人件費等の配賦にあたって、施設別と事業別等において異なる点等はあるか。

※「地方公会計の推進に関する研究会報告書（平成30年度）」P.18～21より

配賦の対象となる項目及び配賦基準は、主に以下のものが考えられる。※

・ 人件費： 実際に支給した金額を用いる／単価を用いて計算（管理可能な要素と管理不能な要素に区分して設定）
・ 賞与等引当金・繰入額、退職手当引当金・繰入額： 標準単価を用いて計算（各セグメントでは管理不能のため）
・ 地方債： 会計年度末の残高と期中の発行額・返済額を各施設に関連付け（発行した地方債と目的の施設が明確なため）
・ 複数のセグメントにまたがる費用等

⑤ 非財務情報の活用等

※「地方公会計の推進に関する研究会報告書（平成30年度）」P.23～24より

→ 非財務情報を用いた各事業等の効率性や費用対効果等の分析結果について、どのように行政評価等
に反映させることが考えられるか。

→ 類似の事業等や他団体の同種事業と比較分析を行うためには、どのようなことに留意すべきか。



今後の進め方（案）
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１．地方公共団体におけるモデル的なセグメント分析の実施

○ 昨年度の研究会に引き続き、平成29年度決算に係る財務書類を統一的な基準により作成済みの地方公

共団体のうち、希望する団体に対し、ワーキンググループ委員（公認会計士等）が助言を行うことにより、
事業別の財務書類※の作成及びセグメント分析を実施。

※ 事業の単位のレベルは、先進団体の取組事例を参考に、予算の細目（学校給食事業等）を想定。

○ 事業別等の財務書類の作成にあたっては、当該地方公共団体の目的に応じて、対象範囲等を設定し、
対象とする費用・収益等の範囲及び配賦基準等について研究会に報告。また、非財務情報も用いて、単
位当たりコスト等のセグメント分析を行うこととする。

２．セグメント分析（事業別）を実施する地方公共団体の募集

３．スケジュール

○ セグメント分析を実施する地方公共団体を３～５団体程度（都道府県又は市区町村）募集。募集要項は別途
各地方公共団体に送付予定。

※ 応募にあたっては、セグメント分析を行う目的を明らかにすること。

※ 配賦基準及びそれに基づく算定式等について、研究会に報告すること。報告の内容は研究会資料や報告書において公表
されることが前提であること。

～令和元年７月中旬 セグメント分析を行う地方公共団体の募集

７月下旬～10月中旬 地方公共団体におけるセグメント分析の実施

ワーキンググループを開催（３回程度）

10月～11月頃 第３回研究会において状況を報告
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